
農機具損害共済重要事項説明書
( 契約概要・注意喚起情報・その他のご注意点のご説明 )

【令和８年４月１日以降始期のご契約用】

１　はじめに

●この書面は「のうきくん」(ＮＯＳＡＩが実施する農機具損
害共済の愛称 ) の契約概要や、お申込に際してご注意いただ
きたい説明情報またご契約で得られた個人情報の取り扱い
など、ご契約に関する重要事項について記載したものです
ので、内容を十分ご確認ください。
    （「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」、
「個人情報の保護に関する法律」による重要事項説明）

●本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているもので
はありません。詳細につきましては、農機具損害共済約款
及び特約条項をご参照ください。共済約款・特約条項は
ご加入後、共済証券とともにお届けします。事前に必要で
あれば、ＮＯＳＡＩにお申出ください。

加入申込書への押印、もしくは署名は、
本書面の説明確認印等を兼ねております。



１．仕組み及び引受条件等 
（1）共済の仕組み及び名称　
　　 ①仕組み　

　農機具損害共済は、稼働中の事故をはじめとする様々な偶発の
事故(注)により、ご加入いただいた農機具及び附属装置が損害を
受けたときに災害共済金をお支払いします。

　　　 （注）「(3)共済金をお支払いする場合」を参照してください。
　　 ②共済の名称(種類)

　当組合が実施する農機具共済は、次の１種類です。なお「のうき
くん」は農機具共済を総称した愛称です。

　　　 ・農機具損害共済

（2）補償の対象(共済目的)　 
　「のうきくん」の補償の対象は、未使用の状態で取得され、かつ事
業規程で定める農機具です。
①附属装置を補償の対象とする場合は、申出が必要です。
②中古農機具にご加入いただく場合は、農機具損害共済に（５）「付
帯できる特約及びその概要」の「付保割合条件付実損てん補特約」
の付帯が必要になります。

（3）共済金（災害共済金）をお支払いする場合
①災害共済金のお支払い対象となる事故(共済事故)は、次のとおり
です。
火災、落雷、物体の落下・飛来、破裂・爆発、盗難による盗取若し
くはき損・鳥獣害。衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻込み。台風、旋
風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、高潮、降ひょう、雪崩等の雪害、土砂
崩れ、崖崩れ、地滑り、その他これらに類する自然災害（地震及び
噴火並びにこれらによる津波（以下「地震等」といいます）及び落
雷による損害を除きます。）
※同一日時に発生した事故であっても原因が異なる場合、別事故
として取り扱われます。
②災害共済金のお支払額
農機具損害共済の災害共済金のお支払額（注１）は、損害の額(注
２）に共済金額の新調達価額（共済目的と同一の機種で、同一又は
類似の性能を有する新規の農機具を取得するために要する価額）
に対する割合を乗じて得た額となります。

（注１）農機具共済は、新調達（再取得）価額までを補てんする仕組みですが、損
害が生じてから一年以内に復旧しなかった場合、時価損害額によって
算定した共済金のお支払いとなりますので、ご注意ください。
ただし、災害救助法が適用された市町村の区域内において生じた損害
については、その期間が延長される場合があります。

（注２）損害の額は、新調達価額を限度として、その損害の発生直前の状態に復
旧するために必要な費用の最低額となります。共済金額が共済目的の新
調達価額に満たない場合、損害額の一部しか補償が受けられませんので、
十分な補償が受けられるよう新調達価額いっぱいにご加入ください。

（4）共済金をお支払いしない場合
　 ①次に掲げる損害に対しては、共済事故による損害であっても災害

共済金を支払いません。

②共済約款に記載されている次の場合には共済金をお支払いでき
ない場合があります。

（5）付帯できる特約及びその概要
「のうきくん」に付帯できる特約及びその概要は次のとおりです。
なお、詳しくは特約条項でご確認ください。

２．共済責任期間及び共済掛金期間
　(1)農機具損害共済

①農機具損害共済の共済責任期間は、１年です。なお、ご都合によ
り始期を同じにするために限り、１月単位に１年未満の共済責任
期間でご契約することができます。
②ご契約者の共済責任期間は、加入申込書に記載した責任開始日の
午後４時から翌年同日の午後４時までとなります。加入申込後
にお送りする「引受承諾書兼共済掛金等納入通知書」に記載され
ている納入期限日までにお支払いください。なお、共済責任期間
は後日お送りする農機具共済証券でご確認ください。
③加入申込書に記載された責任開始日を過ぎてお支払いいただい
た場合の責任期間は、お支払い日の午後４時から１年となりま
す。なお、共済掛金等のお支払い前の事故については、共済金の
お支払いはできません。

３．契約条件(共済金額等)　
（1）契約の単位

農機具１台（又は一式）ごとの契約となります。

（2）共済金額の設定
①共済金額は、(3)の条件の範囲でご契約ください。
②共済金額は、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよ
う、共済目的の新調達価額いっぱいに設定してください。共済金
額が新調達価額に対して過小または過大である場合には、損害額
の一部しか補償されなかったり、共済掛金等が無駄になることが
あります。

（3）共済金額の設定条件
①農機具共済の最高限度額は1台2,000万円です。
②共済金額の設定は、1台ごとに20万円以上（本機（自走式）は50万
円以上）で、1万円単位となります。
③中古で購入された農機具の場合は、購入価格又は時価額のいずれ
か低い金額が加入限度額です。

４．共済掛金等
・共済掛金等は、共済金額、農機具の機種や用途、付帯する特約などによ
り決まります。詳しくはＮＯＳＡＩまでお問い合わせください。
・「無事故割引・有事故割増料率制度」により、農機具１台ごとに割引・
割増の掛金率（以下「等級」という）を設定しています。
①初めて加入する場合は基本等級（６等級）が適用されます。
②３年間連続して無事故の場合、１等級割引となります。
③割増対象事故は、衝突・接触・墜落・転覆・異物の巻込み、これ
らによって生じた火災・破裂・爆発です。
④割増対象事故１件につき、次の契約から１等級割増となります。
⑤未継続となった場合、割引等級を引継げなくなることがあります。
⑥責任期間が１年未満（短期）の加入で、責任期間中に割増事故が発
生した場合、次の契約から等級は上がりますが、無事故の場合は、
等級は据置となります。

５．共済掛金等の払込み方法
共済掛金等の払込み方法は、原則口座振替で責任期間ごとに１回払い
です。

１．告知義務・通知義務等　
（1）ご契約時の注意事項
　　(告知義務―加入申込書の記載上の注意事項)

・契約者には、ご契約時に危険に関する重要な事項としてＮＯＳＡＩが
告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義
務(告知義務)があります。
・加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項目が告知事
項です。この項目が、事実と違っている場合、又は事実を記載しなかっ
た場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いできないことが
ありますので、加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。

　
　【告知事項】
　　①加入資格要件
　　　農業保険法の定めにより、当組合の区域内に住所を有し、農作物

共済・家畜共済・果樹共済・畑作物共済・園芸施設共済に加入
されている方。または農機具を所有する者で農業に従事されて
いる方が対象です。

　　②農機具の情報
　　   機種名、銘柄（メーカー名）、型式・区分、機体番号、附属装置、購入

年月、購入区分、格納場所、管理物件（他人が所有する農機具を管
理している物件）の有無

　　③他の保険・共済契約等に関する情報
　　　農機具を契約の対象とする他の保険契約又は共済契約

（2）ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務事項等)
・ご契約後、加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項
目の変更・訂正があった場合及び次に掲げる事実が発生した場合に
は、遅滞なくＮＯＳＡＩにご通知ください。
・ご通知がない場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いでき
ないことがありますので、十分ご注意ください。
・ご通知いただいた内容により、ご契約の変更を行いますが、変更がで
きない場合は、ご契約の全部又は一部を解除する場合があります。

　【通知事項等】(加入申込書の★の事項)
　　①農機具を譲渡する場合
　　②農機具を解体または廃棄する場合
　　③農機具が共済事故以外の原因により破損した場合
　　④農機具の用途を変更し、または著しく改造した場合
　　⑤農機具の格納場所または設置場所を変更した場合
　　⑥共済事故に係る危険が著しく増加した場合
　　⑦告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合

２．損害防止義務
①共済契約者は共済目的について通常の管理や操作を怠ってはな
らず、事故が発生したとき又はその原因が生じたときには、損害
の防止又はその軽減に努めるなどの損害防止義務があります。
②損害防止義務を怠ったときは、損害の額から防止又は軽減するこ
とができたと認められる額を差し引くことがあります。

３．重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、共済金をお支払いできな
いことがあります。
①共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生
じさせようとしたこと
②共済金の請求について詐欺を行い、また行おうとしたこと
③ＮＯＳＡＩの契約者の信頼を損ない、契約の存続が困難な重大な
事由があった場合

 

１．注意喚起情報のほかにご注意いただきたい事項
（1）超過共済による共済金額の減額

①ご契約の際に設定された共済金額が共済目的の価額を超えてい
たことについて、ご契約者の善意でかつ重大な過失がなかった場
合、ご契約者はその超過する部分についてご契約日から取り消す
ことができます。
②ご契約後に共済目的の価額が著しく減少し共済金額が共済価額
を超過した場合、ご契約者はその超過した部分について、超過し
た時から先の期間について共済金額の減額を請求することがで
きます。

（2）掛金等の返還・追加
・通知義務事項等により、契約内容の変更又は契約を解除した場合、約
款等の規定により掛金等の返還又は追加請求をいたします。
・解除の理由によっては、掛金等を返還しない場合があります。

２．事故が起こった場合の手続き等
（1）事故が起こった場合の手続き

①事故が発生した場合遅滞なくＮＯＳＡＩにご連絡ください。
②ご契約者はＮＯＳＡＩから請求した共済金請求書などの書類を
作成し、事故を通知した日から30日以内に提出してください。
③ＮＯＳＡＩは事故による損害があった共済目的について必要な
調査をすることができます。
④事故の通知を怠ったり、故意若しくは重大な過失により不実の通
知をし、また正当な理由がなく損害調査の妨害、請求書類に不実
の記載や変造した場合、契約を解除し、共済金を支払わない場合
があります。

（2）共済金支払後の共済契約
①災害共済金の支払合計額が、共済金額に相当する金額になったと
き共済関係は消滅します。災害共済金の支払額が共済金額に達す
るまでは、共済契約は当初契約の内容で共済責任期間の終了日ま
で継続します。

　　　

　ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た情報（以下「個人情
報」）は、当組合の引受及び損害評価に関する必要事項の算定基礎として
使用します。また、法令により必要と判断される場合、ご契約者・公共の
利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務
を委託する場合、他の共済・保険との支払分担を行う場合には必要な範
囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
　また、盗難及び交通事故の場合に、警察署、消防署等の関係機関に情報
を提供することがあります。

　NOSAIでは、行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるととも
に、共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金
などの支払額が削減されることがあります。また、NOSAIが解散せざる
を得なくなったとき、農業保険法では共済関係を終了し、農機具損害共済
にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金等は
加入者に払戻いたしますが、財務状況によっては削減される場合があり
ます。

３　用語の説明

４　お問い合わせ窓口

契約金額で共済目的が共済事故により損害が生じ
た時、支払う共済金の最高限度額

共済目的と同一の機種で、同一又は類似の性能を
有する新規の農機具の価額

（新品を購入する場合に必要な、メーカー標準の
税込小売価格で、購入当時の購入価格や値引き後の
価格ではありません）

共済事故により共済目的に生じた損害に対して、
加入者に支払う金額

新調達価額に対する共済金額の割合

付保割合を10％単位に切り捨てて算出したもので、
30～ 90％の範囲内で選択できます。付保割合が
30％を下回った場合は、30％となります。

２　マークのご説明

ご契約に際して保険契約者にとって不利益に
なる事項等、特にご注意いただきたい事項

契 約 概 要：

注意喚起情報：

南 薩 支 所 

北 薩 支 所 

中 部 支 所

曽 於 支 所

肝 属 支 所  

熊 毛 支 所  

大 島 支 所

南大島支所

本 所

ホームページ  

南九州市川辺町平山6140             

薩摩郡さつま町轟町13-1

霧島市溝辺町有川2103 

曽於市大隅町月野2253

鹿屋市田淵町1475-5

熊毛郡中種子町野間6410-8  

大島郡龍郷町浦448 -1   

大島郡伊仙町阿三1379-1

鹿児島市鴨池新町12-4

https://www.nosai46.jp

TEL 0993-58-3100 

TEL 0996-21-3131

TEL 0995-59-3211

TEL 099-479-3238

TEL 0994-48-3180                

TEL 0997-27-2278

TEL 0997-58-6012

TEL 0997-86-2389

TEL 099-255-6161                  

共 済 金 額

新 調 達 価 額

共 済 金

付 保 割 合

約 定 割 合

保険商品の内容をご理解いただくための事項
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として取り扱われます。
②災害共済金のお支払額
農機具損害共済の災害共済金のお支払額（注１）は、損害の額(注
２）に共済金額の新調達価額（共済目的と同一の機種で、同一又は
類似の性能を有する新規の農機具を取得するために要する価額）
に対する割合を乗じて得た額となります。

（注１）農機具共済は、新調達（再取得）価額までを補てんする仕組みですが、損
害が生じてから一年以内に復旧しなかった場合、時価損害額によって
算定した共済金のお支払いとなりますので、ご注意ください。
ただし、災害救助法が適用された市町村の区域内において生じた損害
については、その期間が延長される場合があります。

（注２）損害の額は、新調達価額を限度として、その損害の発生直前の状態に復
旧するために必要な費用の最低額となります。共済金額が共済目的の新
調達価額に満たない場合、損害額の一部しか補償が受けられませんので、
十分な補償が受けられるよう新調達価額いっぱいにご加入ください。

（4）共済金をお支払いしない場合
　 ①次に掲げる損害に対しては、共済事故による損害であっても災害

共済金を支払いません。

②共済約款に記載されている次の場合には共済金をお支払いでき
ない場合があります。

（5）付帯できる特約及びその概要
「のうきくん」に付帯できる特約及びその概要は次のとおりです。
なお、詳しくは特約条項でご確認ください。

２．共済責任期間及び共済掛金期間
　(1)農機具損害共済

①農機具損害共済の共済責任期間は、１年です。なお、ご都合によ
り始期を同じにするために限り、１月単位に１年未満の共済責任
期間でご契約することができます。
②ご契約者の共済責任期間は、加入申込書に記載した責任開始日の
午後４時から翌年同日の午後４時までとなります。加入申込後
にお送りする「引受承諾書兼共済掛金等納入通知書」に記載され
ている納入期限日までにお支払いください。なお、共済責任期間
は後日お送りする農機具共済証券でご確認ください。
③加入申込書に記載された責任開始日を過ぎてお支払いいただい
た場合の責任期間は、お支払い日の午後４時から１年となりま
す。なお、共済掛金等のお支払い前の事故については、共済金の
お支払いはできません。

３．契約条件(共済金額等)　
（1）契約の単位

農機具１台（又は一式）ごとの契約となります。

（2）共済金額の設定
①共済金額は、(3)の条件の範囲でご契約ください。
②共済金額は、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよ
う、共済目的の新調達価額いっぱいに設定してください。共済金
額が新調達価額に対して過小または過大である場合には、損害額
の一部しか補償されなかったり、共済掛金等が無駄になることが
あります。

（3）共済金額の設定条件
①農機具共済の最高限度額は1台2,000万円です。
②共済金額の設定は、1台ごとに20万円以上（本機（自走式）は50万
円以上）で、1万円単位となります。
③中古で購入された農機具の場合は、購入価格又は時価額のいずれ
か低い金額が加入限度額です。

４．共済掛金等
・共済掛金等は、共済金額、農機具の機種や用途、付帯する特約などによ
り決まります。詳しくはＮＯＳＡＩまでお問い合わせください。
・「無事故割引・有事故割増料率制度」により、農機具１台ごとに割引・
割増の掛金率（以下「等級」という）を設定しています。
①初めて加入する場合は基本等級（６等級）が適用されます。
②３年間連続して無事故の場合、１等級割引となります。
③割増対象事故は、衝突・接触・墜落・転覆・異物の巻込み、これ
らによって生じた火災・破裂・爆発です。
④割増対象事故１件につき、次の契約から１等級割増となります。
⑤未継続となった場合、割引等級を引継げなくなることがあります。
⑥責任期間が１年未満（短期）の加入で、責任期間中に割増事故が発
生した場合、次の契約から等級は上がりますが、無事故の場合は、
等級は据置となります。

５．共済掛金等の払込み方法
共済掛金等の払込み方法は、原則口座振替で責任期間ごとに１回払い
です。

１．告知義務・通知義務等　
（1）ご契約時の注意事項
　　(告知義務―加入申込書の記載上の注意事項)

・契約者には、ご契約時に危険に関する重要な事項としてＮＯＳＡＩが
告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義
務(告知義務)があります。
・加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項目が告知事
項です。この項目が、事実と違っている場合、又は事実を記載しなかっ
た場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いできないことが
ありますので、加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。

　
　【告知事項】
　　①加入資格要件
　　　農業保険法の定めにより、当組合の区域内に住所を有し、農作物

共済・家畜共済・果樹共済・畑作物共済・園芸施設共済に加入
されている方。または農機具を所有する者で農業に従事されて
いる方が対象です。

　　②農機具の情報
　　   機種名、銘柄（メーカー名）、型式・区分、機体番号、附属装置、購入

年月、購入区分、格納場所、管理物件（他人が所有する農機具を管
理している物件）の有無

　　③他の保険・共済契約等に関する情報
　　　農機具を契約の対象とする他の保険契約又は共済契約

（2）ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務事項等)
・ご契約後、加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項
目の変更・訂正があった場合及び次に掲げる事実が発生した場合に
は、遅滞なくＮＯＳＡＩにご通知ください。
・ご通知がない場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いでき
ないことがありますので、十分ご注意ください。
・ご通知いただいた内容により、ご契約の変更を行いますが、変更がで
きない場合は、ご契約の全部又は一部を解除する場合があります。

　【通知事項等】(加入申込書の★の事項)
　　①農機具を譲渡する場合
　　②農機具を解体または廃棄する場合
　　③農機具が共済事故以外の原因により破損した場合
　　④農機具の用途を変更し、または著しく改造した場合
　　⑤農機具の格納場所または設置場所を変更した場合
　　⑥共済事故に係る危険が著しく増加した場合
　　⑦告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合

２．損害防止義務
①共済契約者は共済目的について通常の管理や操作を怠ってはな
らず、事故が発生したとき又はその原因が生じたときには、損害
の防止又はその軽減に努めるなどの損害防止義務があります。
②損害防止義務を怠ったときは、損害の額から防止又は軽減するこ
とができたと認められる額を差し引くことがあります。

３．重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、共済金をお支払いできな
いことがあります。
①共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生
じさせようとしたこと
②共済金の請求について詐欺を行い、また行おうとしたこと
③ＮＯＳＡＩの契約者の信頼を損ない、契約の存続が困難な重大な
事由があった場合

 

１．注意喚起情報のほかにご注意いただきたい事項
（1）超過共済による共済金額の減額

①ご契約の際に設定された共済金額が共済目的の価額を超えてい
たことについて、ご契約者の善意でかつ重大な過失がなかった場
合、ご契約者はその超過する部分についてご契約日から取り消す
ことができます。
②ご契約後に共済目的の価額が著しく減少し共済金額が共済価額
を超過した場合、ご契約者はその超過した部分について、超過し
た時から先の期間について共済金額の減額を請求することがで
きます。

（2）掛金等の返還・追加
・通知義務事項等により、契約内容の変更又は契約を解除した場合、約
款等の規定により掛金等の返還又は追加請求をいたします。
・解除の理由によっては、掛金等を返還しない場合があります。

２．事故が起こった場合の手続き等
（1）事故が起こった場合の手続き

①事故が発生した場合遅滞なくＮＯＳＡＩにご連絡ください。
②ご契約者はＮＯＳＡＩから請求した共済金請求書などの書類を
作成し、事故を通知した日から30日以内に提出してください。
③ＮＯＳＡＩは事故による損害があった共済目的について必要な
調査をすることができます。
④事故の通知を怠ったり、故意若しくは重大な過失により不実の通
知をし、また正当な理由がなく損害調査の妨害、請求書類に不実
の記載や変造した場合、契約を解除し、共済金を支払わない場合
があります。

（2）共済金支払後の共済契約
①災害共済金の支払合計額が、共済金額に相当する金額になったと
き共済関係は消滅します。災害共済金の支払額が共済金額に達す
るまでは、共済契約は当初契約の内容で共済責任期間の終了日ま
で継続します。

　　　

　ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た情報（以下「個人情
報」）は、当組合の引受及び損害評価に関する必要事項の算定基礎として
使用します。また、法令により必要と判断される場合、ご契約者・公共の
利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務
を委託する場合、他の共済・保険との支払分担を行う場合には必要な範
囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
　また、盗難及び交通事故の場合に、警察署、消防署等の関係機関に情報
を提供することがあります。

　NOSAIでは、行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるととも
に、共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金
などの支払額が削減されることがあります。また、NOSAIが解散せざる
を得なくなったとき、農業保険法では共済関係を終了し、農機具損害共済
にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金等は
加入者に払戻いたしますが、財務状況によっては削減される場合があり
ます。

Ⅰ．契約概要のご説明



１．仕組み及び引受条件等 
（1）共済の仕組み及び名称　
　　 ①仕組み　

　農機具損害共済は、稼働中の事故をはじめとする様々な偶発の
事故(注)により、ご加入いただいた農機具及び附属装置が損害を
受けたときに災害共済金をお支払いします。

　　　 （注）「(3)共済金をお支払いする場合」を参照してください。
　　 ②共済の名称(種類)

　当組合が実施する農機具共済は、次の１種類です。なお「のうき
くん」は農機具共済を総称した愛称です。

　　　 ・農機具損害共済

（2）補償の対象(共済目的)　 
　「のうきくん」の補償の対象は、未使用の状態で取得され、かつ事
業規程で定める農機具です。
①附属装置を補償の対象とする場合は、申出が必要です。
②中古農機具にご加入いただく場合は、農機具損害共済に（５）「付
帯できる特約及びその概要」の「付保割合条件付実損てん補特約」
の付帯が必要になります。

（3）共済金（災害共済金）をお支払いする場合
①災害共済金のお支払い対象となる事故(共済事故)は、次のとおり
です。
火災、落雷、物体の落下・飛来、破裂・爆発、盗難による盗取若し
くはき損・鳥獣害。衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻込み。台風、旋
風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、高潮、降ひょう、雪崩等の雪害、土砂
崩れ、崖崩れ、地滑り、その他これらに類する自然災害（地震及び
噴火並びにこれらによる津波（以下「地震等」といいます）及び落
雷による損害を除きます。）
※同一日時に発生した事故であっても原因が異なる場合、別事故
として取り扱われます。
②災害共済金のお支払額
農機具損害共済の災害共済金のお支払額（注１）は、損害の額(注
２）に共済金額の新調達価額（共済目的と同一の機種で、同一又は
類似の性能を有する新規の農機具を取得するために要する価額）
に対する割合を乗じて得た額となります。

（注１）農機具共済は、新調達（再取得）価額までを補てんする仕組みですが、損
害が生じてから一年以内に復旧しなかった場合、時価損害額によって
算定した共済金のお支払いとなりますので、ご注意ください。
ただし、災害救助法が適用された市町村の区域内において生じた損害
については、その期間が延長される場合があります。

（注２）損害の額は、新調達価額を限度として、その損害の発生直前の状態に復
旧するために必要な費用の最低額となります。共済金額が共済目的の新
調達価額に満たない場合、損害額の一部しか補償が受けられませんので、
十分な補償が受けられるよう新調達価額いっぱいにご加入ください。

（4）共済金をお支払いしない場合
　 ①次に掲げる損害に対しては、共済事故による損害であっても災害

共済金を支払いません。

②共済約款に記載されている次の場合には共済金をお支払いでき
ない場合があります。

（5）付帯できる特約及びその概要
「のうきくん」に付帯できる特約及びその概要は次のとおりです。
なお、詳しくは特約条項でご確認ください。

２．共済責任期間及び共済掛金期間
　(1)農機具損害共済

①農機具損害共済の共済責任期間は、１年です。なお、ご都合によ
り始期を同じにするために限り、１月単位に１年未満の共済責任
期間でご契約することができます。
②ご契約者の共済責任期間は、加入申込書に記載した責任開始日の
午後４時から翌年同日の午後４時までとなります。加入申込後
にお送りする「引受承諾書兼共済掛金等納入通知書」に記載され
ている納入期限日までにお支払いください。なお、共済責任期間
は後日お送りする農機具共済証券でご確認ください。
③加入申込書に記載された責任開始日を過ぎてお支払いいただい
た場合の責任期間は、お支払い日の午後４時から１年となりま
す。なお、共済掛金等のお支払い前の事故については、共済金の
お支払いはできません。

３．契約条件(共済金額等)　
（1）契約の単位

農機具１台（又は一式）ごとの契約となります。

（2）共済金額の設定
①共済金額は、(3)の条件の範囲でご契約ください。
②共済金額は、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよ
う、共済目的の新調達価額いっぱいに設定してください。共済金
額が新調達価額に対して過小または過大である場合には、損害額
の一部しか補償されなかったり、共済掛金等が無駄になることが
あります。

（3）共済金額の設定条件
①農機具共済の最高限度額は1台2,000万円です。
②共済金額の設定は、1台ごとに20万円以上（本機（自走式）は50万
円以上）で、1万円単位となります。
③中古で購入された農機具の場合は、購入価格又は時価額のいずれ
か低い金額が加入限度額です。

４．共済掛金等
・共済掛金等は、共済金額、農機具の機種や用途、付帯する特約などによ
り決まります。詳しくはＮＯＳＡＩまでお問い合わせください。
・「無事故割引・有事故割増料率制度」により、農機具１台ごとに割引・
割増の掛金率（以下「等級」という）を設定しています。
①初めて加入する場合は基本等級（６等級）が適用されます。
②３年間連続して無事故の場合、１等級割引となります。
③割増対象事故は、衝突・接触・墜落・転覆・異物の巻込み、これ
らによって生じた火災・破裂・爆発です。
④割増対象事故１件につき、次の契約から１等級割増となります。
⑤未継続となった場合、割引等級を引継げなくなることがあります。
⑥責任期間が１年未満（短期）の加入で、責任期間中に割増事故が発
生した場合、次の契約から等級は上がりますが、無事故の場合は、
等級は据置となります。

５．共済掛金等の払込み方法
共済掛金等の払込み方法は、原則口座振替で責任期間ごとに１回払い
です。

１．告知義務・通知義務等　
（1）ご契約時の注意事項
　　(告知義務―加入申込書の記載上の注意事項)

・契約者には、ご契約時に危険に関する重要な事項としてＮＯＳＡＩが
告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義
務(告知義務)があります。
・加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項目が告知事
項です。この項目が、事実と違っている場合、又は事実を記載しなかっ
た場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いできないことが
ありますので、加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。

　
　【告知事項】
　　①加入資格要件
　　　農業保険法の定めにより、当組合の区域内に住所を有し、農作物

共済・家畜共済・果樹共済・畑作物共済・園芸施設共済に加入
されている方。または農機具を所有する者で農業に従事されて
いる方が対象です。

　　②農機具の情報
　　   機種名、銘柄（メーカー名）、型式・区分、機体番号、附属装置、購入

年月、購入区分、格納場所、管理物件（他人が所有する農機具を管
理している物件）の有無

　　③他の保険・共済契約等に関する情報
　　　農機具を契約の対象とする他の保険契約又は共済契約

（2）ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務事項等)
・ご契約後、加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項
目の変更・訂正があった場合及び次に掲げる事実が発生した場合に
は、遅滞なくＮＯＳＡＩにご通知ください。
・ご通知がない場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いでき
ないことがありますので、十分ご注意ください。
・ご通知いただいた内容により、ご契約の変更を行いますが、変更がで
きない場合は、ご契約の全部又は一部を解除する場合があります。

　【通知事項等】(加入申込書の★の事項)
　　①農機具を譲渡する場合
　　②農機具を解体または廃棄する場合
　　③農機具が共済事故以外の原因により破損した場合
　　④農機具の用途を変更し、または著しく改造した場合
　　⑤農機具の格納場所または設置場所を変更した場合
　　⑥共済事故に係る危険が著しく増加した場合
　　⑦告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合

２．損害防止義務
①共済契約者は共済目的について通常の管理や操作を怠ってはな
らず、事故が発生したとき又はその原因が生じたときには、損害
の防止又はその軽減に努めるなどの損害防止義務があります。
②損害防止義務を怠ったときは、損害の額から防止又は軽減するこ
とができたと認められる額を差し引くことがあります。

３．重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、共済金をお支払いできな
いことがあります。
①共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生
じさせようとしたこと
②共済金の請求について詐欺を行い、また行おうとしたこと
③ＮＯＳＡＩの契約者の信頼を損ない、契約の存続が困難な重大な
事由があった場合

 

１．注意喚起情報のほかにご注意いただきたい事項
（1）超過共済による共済金額の減額

①ご契約の際に設定された共済金額が共済目的の価額を超えてい
たことについて、ご契約者の善意でかつ重大な過失がなかった場
合、ご契約者はその超過する部分についてご契約日から取り消す
ことができます。
②ご契約後に共済目的の価額が著しく減少し共済金額が共済価額
を超過した場合、ご契約者はその超過した部分について、超過し
た時から先の期間について共済金額の減額を請求することがで
きます。

（2）掛金等の返還・追加
・通知義務事項等により、契約内容の変更又は契約を解除した場合、約
款等の規定により掛金等の返還又は追加請求をいたします。
・解除の理由によっては、掛金等を返還しない場合があります。

２．事故が起こった場合の手続き等
（1）事故が起こった場合の手続き

①事故が発生した場合遅滞なくＮＯＳＡＩにご連絡ください。
②ご契約者はＮＯＳＡＩから請求した共済金請求書などの書類を
作成し、事故を通知した日から30日以内に提出してください。
③ＮＯＳＡＩは事故による損害があった共済目的について必要な
調査をすることができます。
④事故の通知を怠ったり、故意若しくは重大な過失により不実の通
知をし、また正当な理由がなく損害調査の妨害、請求書類に不実
の記載や変造した場合、契約を解除し、共済金を支払わない場合
があります。

（2）共済金支払後の共済契約
①災害共済金の支払合計額が、共済金額に相当する金額になったと
き共済関係は消滅します。災害共済金の支払額が共済金額に達す
るまでは、共済契約は当初契約の内容で共済責任期間の終了日ま
で継続します。

　　　

　ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た情報（以下「個人情
報」）は、当組合の引受及び損害評価に関する必要事項の算定基礎として
使用します。また、法令により必要と判断される場合、ご契約者・公共の
利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務
を委託する場合、他の共済・保険との支払分担を行う場合には必要な範
囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
　また、盗難及び交通事故の場合に、警察署、消防署等の関係機関に情報
を提供することがあります。

　NOSAIでは、行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるととも
に、共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金
などの支払額が削減されることがあります。また、NOSAIが解散せざる
を得なくなったとき、農業保険法では共済関係を終了し、農機具損害共済
にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金等は
加入者に払戻いたしますが、財務状況によっては削減される場合があり
ます。

共済掛金等をお支払いいただく前に生じた損害や加入時に既に発生
していた損傷及びそれに起因する損害
加入者(加入者でない方で共済金を受取る方も含めます。)又はそれら
の方の法定代理人の故意又は重大な過失によって生じた損害
加入者と同じ世帯に属する親族の故意によって生じた損害
運転者の故意または重大な過失によって発生した損害
農作業以外の使用目的による事故によって発生した損害
共済目的に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然消耗及びこれ
らにより通常の強度が確保されないことに起因する損害
機械的な欠陥・故障（偶然な外来の事故に直接起因しない共済目的
の電気的又は機械的損害をいいます）などによる損害
凍結（ラジエーターの冷却水の抜き忘れによる凍結破損等）によって
発生した損害
消耗部品にのみ発生した損害
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら
に類似の事変又は暴動によって生じた損害
地震等によって生じた損害(地震等によって生じた火災、破裂又は爆
発、これらが拡大して発生した損害も含みます)
核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆
発性その他の有害な特性又はこれらの特性に起因する事故によって
生じた損害
共済事故に該当しない損害
対象とする損害の額が２万円以下の損害
エンジン等内燃料機関の焼き付きのみの損害

ア.

イ.
 
ウ.
エ.
オ.
カ.

  
キ.

ク.

ケ.
コ.

サ.

シ.

ス.
セ.
ソ.

ア.

イ.
ウ.
エ.

オ.

「損害発生の場合の手続き」の通知を怠り又は故意若しくは重大な過
失により不実の通知をした場合
正当な理由がないのに損害調査を妨害した場合
「損害防止義務」の指示に従わなかった場合
「通知義務」、「告知義務」又は「重大事由による解除」により契約を解
除した場合
共済金の請求を３年間怠った場合

特約の名称

付保割合条件付
実損てん補特約

特約の概要 ご留意事項

主に中古で購入した農機
具を対象に、加入時の契
約内容が一定の条件を満
たしたとき、損害の額を
そのまま災害共済金とし
てお支払いします。

掛金等は約定割
合ごとに設定さ
れた係数を乗じ
た額となります。



１．仕組み及び引受条件等 
（1）共済の仕組み及び名称　
　　 ①仕組み　

　農機具損害共済は、稼働中の事故をはじめとする様々な偶発の
事故(注)により、ご加入いただいた農機具及び附属装置が損害を
受けたときに災害共済金をお支払いします。

　　　 （注）「(3)共済金をお支払いする場合」を参照してください。
　　 ②共済の名称(種類)

　当組合が実施する農機具共済は、次の１種類です。なお「のうき
くん」は農機具共済を総称した愛称です。

　　　 ・農機具損害共済

（2）補償の対象(共済目的)　 
　「のうきくん」の補償の対象は、未使用の状態で取得され、かつ事
業規程で定める農機具です。
①附属装置を補償の対象とする場合は、申出が必要です。
②中古農機具にご加入いただく場合は、農機具損害共済に（５）「付
帯できる特約及びその概要」の「付保割合条件付実損てん補特約」
の付帯が必要になります。

（3）共済金（災害共済金）をお支払いする場合
①災害共済金のお支払い対象となる事故(共済事故)は、次のとおり
です。
火災、落雷、物体の落下・飛来、破裂・爆発、盗難による盗取若し
くはき損・鳥獣害。衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻込み。台風、旋
風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、高潮、降ひょう、雪崩等の雪害、土砂
崩れ、崖崩れ、地滑り、その他これらに類する自然災害（地震及び
噴火並びにこれらによる津波（以下「地震等」といいます）及び落
雷による損害を除きます。）
※同一日時に発生した事故であっても原因が異なる場合、別事故
として取り扱われます。
②災害共済金のお支払額
農機具損害共済の災害共済金のお支払額（注１）は、損害の額(注
２）に共済金額の新調達価額（共済目的と同一の機種で、同一又は
類似の性能を有する新規の農機具を取得するために要する価額）
に対する割合を乗じて得た額となります。

（注１）農機具共済は、新調達（再取得）価額までを補てんする仕組みですが、損
害が生じてから一年以内に復旧しなかった場合、時価損害額によって
算定した共済金のお支払いとなりますので、ご注意ください。
ただし、災害救助法が適用された市町村の区域内において生じた損害
については、その期間が延長される場合があります。

（注２）損害の額は、新調達価額を限度として、その損害の発生直前の状態に復
旧するために必要な費用の最低額となります。共済金額が共済目的の新
調達価額に満たない場合、損害額の一部しか補償が受けられませんので、
十分な補償が受けられるよう新調達価額いっぱいにご加入ください。

（4）共済金をお支払いしない場合
　 ①次に掲げる損害に対しては、共済事故による損害であっても災害

共済金を支払いません。

②共済約款に記載されている次の場合には共済金をお支払いでき
ない場合があります。

（5）付帯できる特約及びその概要
「のうきくん」に付帯できる特約及びその概要は次のとおりです。
なお、詳しくは特約条項でご確認ください。

２．共済責任期間及び共済掛金期間
　(1)農機具損害共済

①農機具損害共済の共済責任期間は、１年です。なお、ご都合によ
り始期を同じにするために限り、１月単位に１年未満の共済責任
期間でご契約することができます。
②ご契約者の共済責任期間は、加入申込書に記載した責任開始日の
午後４時から翌年同日の午後４時までとなります。加入申込後
にお送りする「引受承諾書兼共済掛金等納入通知書」に記載され
ている納入期限日までにお支払いください。なお、共済責任期間
は後日お送りする農機具共済証券でご確認ください。
③加入申込書に記載された責任開始日を過ぎてお支払いいただい
た場合の責任期間は、お支払い日の午後４時から１年となりま
す。なお、共済掛金等のお支払い前の事故については、共済金の
お支払いはできません。

３．契約条件(共済金額等)　
（1）契約の単位

農機具１台（又は一式）ごとの契約となります。

（2）共済金額の設定
①共済金額は、(3)の条件の範囲でご契約ください。
②共済金額は、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよ
う、共済目的の新調達価額いっぱいに設定してください。共済金
額が新調達価額に対して過小または過大である場合には、損害額
の一部しか補償されなかったり、共済掛金等が無駄になることが
あります。

（3）共済金額の設定条件
①農機具共済の最高限度額は1台2,000万円です。
②共済金額の設定は、1台ごとに20万円以上（本機（自走式）は50万
円以上）で、1万円単位となります。
③中古で購入された農機具の場合は、購入価格又は時価額のいずれ
か低い金額が加入限度額です。

特約の名称

臨時費用
担保特約

特約の概要 ご留意事項

事故の際の臨時の出費のために、共
済金額に損害割合の10％を乗じた
額を臨時費用共済金としてお支払い
します。また、共済目的が農業用自
動車以外の場合で、加入者等が死亡・
後遺障害を被った場合、１名ごとに
共済金額×30％（50万円限度）、怪
我による入院が必要となった場合
は、１名ごとに共済金額×５％（20
万円限度）の傷害費用共済金を加算
して支払います。

共済掛金等は
臨時費用共済
金に相当する
分が割増とな
ります。

４．共済掛金等
・共済掛金等は、共済金額、農機具の機種や用途、付帯する特約などによ
り決まります。詳しくはＮＯＳＡＩまでお問い合わせください。
・「無事故割引・有事故割増料率制度」により、農機具１台ごとに割引・
割増の掛金率（以下「等級」という）を設定しています。
①初めて加入する場合は基本等級（６等級）が適用されます。
②３年間連続して無事故の場合、１等級割引となります。
③割増対象事故は、衝突・接触・墜落・転覆・異物の巻込み、これ
らによって生じた火災・破裂・爆発です。
④割増対象事故１件につき、次の契約から１等級割増となります。
⑤未継続となった場合、割引等級を引継げなくなることがあります。
⑥責任期間が１年未満（短期）の加入で、責任期間中に割増事故が発
生した場合、次の契約から等級は上がりますが、無事故の場合は、
等級は据置となります。

５．共済掛金等の払込み方法
共済掛金等の払込み方法は、原則口座振替で責任期間ごとに１回払い
です。

１．告知義務・通知義務等　
（1）ご契約時の注意事項
　　(告知義務―加入申込書の記載上の注意事項)

・契約者には、ご契約時に危険に関する重要な事項としてＮＯＳＡＩが
告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義
務(告知義務)があります。
・加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項目が告知事
項です。この項目が、事実と違っている場合、又は事実を記載しなかっ
た場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いできないことが
ありますので、加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。

　
　【告知事項】
　　①加入資格要件
　　　農業保険法の定めにより、当組合の区域内に住所を有し、農作物

共済・家畜共済・果樹共済・畑作物共済・園芸施設共済に加入
されている方。または農機具を所有する者で農業に従事されて
いる方が対象です。

　　②農機具の情報
　　   機種名、銘柄（メーカー名）、型式・区分、機体番号、附属装置、購入

年月、購入区分、格納場所、管理物件（他人が所有する農機具を管
理している物件）の有無

　　③他の保険・共済契約等に関する情報
　　　農機具を契約の対象とする他の保険契約又は共済契約

（2）ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務事項等)
・ご契約後、加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項
目の変更・訂正があった場合及び次に掲げる事実が発生した場合に
は、遅滞なくＮＯＳＡＩにご通知ください。
・ご通知がない場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いでき
ないことがありますので、十分ご注意ください。
・ご通知いただいた内容により、ご契約の変更を行いますが、変更がで
きない場合は、ご契約の全部又は一部を解除する場合があります。

　【通知事項等】(加入申込書の★の事項)
　　①農機具を譲渡する場合
　　②農機具を解体または廃棄する場合
　　③農機具が共済事故以外の原因により破損した場合
　　④農機具の用途を変更し、または著しく改造した場合
　　⑤農機具の格納場所または設置場所を変更した場合
　　⑥共済事故に係る危険が著しく増加した場合
　　⑦告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合

２．損害防止義務
①共済契約者は共済目的について通常の管理や操作を怠ってはな
らず、事故が発生したとき又はその原因が生じたときには、損害
の防止又はその軽減に努めるなどの損害防止義務があります。
②損害防止義務を怠ったときは、損害の額から防止又は軽減するこ
とができたと認められる額を差し引くことがあります。

３．重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、共済金をお支払いできな
いことがあります。
①共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生
じさせようとしたこと
②共済金の請求について詐欺を行い、また行おうとしたこと
③ＮＯＳＡＩの契約者の信頼を損ない、契約の存続が困難な重大な
事由があった場合

 

１．注意喚起情報のほかにご注意いただきたい事項
（1）超過共済による共済金額の減額

①ご契約の際に設定された共済金額が共済目的の価額を超えてい
たことについて、ご契約者の善意でかつ重大な過失がなかった場
合、ご契約者はその超過する部分についてご契約日から取り消す
ことができます。
②ご契約後に共済目的の価額が著しく減少し共済金額が共済価額
を超過した場合、ご契約者はその超過した部分について、超過し
た時から先の期間について共済金額の減額を請求することがで
きます。

（2）掛金等の返還・追加
・通知義務事項等により、契約内容の変更又は契約を解除した場合、約
款等の規定により掛金等の返還又は追加請求をいたします。
・解除の理由によっては、掛金等を返還しない場合があります。

２．事故が起こった場合の手続き等
（1）事故が起こった場合の手続き

①事故が発生した場合遅滞なくＮＯＳＡＩにご連絡ください。
②ご契約者はＮＯＳＡＩから請求した共済金請求書などの書類を
作成し、事故を通知した日から30日以内に提出してください。
③ＮＯＳＡＩは事故による損害があった共済目的について必要な
調査をすることができます。
④事故の通知を怠ったり、故意若しくは重大な過失により不実の通
知をし、また正当な理由がなく損害調査の妨害、請求書類に不実
の記載や変造した場合、契約を解除し、共済金を支払わない場合
があります。

（2）共済金支払後の共済契約
①災害共済金の支払合計額が、共済金額に相当する金額になったと
き共済関係は消滅します。災害共済金の支払額が共済金額に達す
るまでは、共済契約は当初契約の内容で共済責任期間の終了日ま
で継続します。

　　　

　ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た情報（以下「個人情
報」）は、当組合の引受及び損害評価に関する必要事項の算定基礎として
使用します。また、法令により必要と判断される場合、ご契約者・公共の
利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務
を委託する場合、他の共済・保険との支払分担を行う場合には必要な範
囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
　また、盗難及び交通事故の場合に、警察署、消防署等の関係機関に情報
を提供することがあります。

　NOSAIでは、行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるととも
に、共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金
などの支払額が削減されることがあります。また、NOSAIが解散せざる
を得なくなったとき、農業保険法では共済関係を終了し、農機具損害共済
にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金等は
加入者に払戻いたしますが、財務状況によっては削減される場合があり
ます。



１．仕組み及び引受条件等 
（1）共済の仕組み及び名称　
　　 ①仕組み　

　農機具損害共済は、稼働中の事故をはじめとする様々な偶発の
事故(注)により、ご加入いただいた農機具及び附属装置が損害を
受けたときに災害共済金をお支払いします。

　　　 （注）「(3)共済金をお支払いする場合」を参照してください。
　　 ②共済の名称(種類)

　当組合が実施する農機具共済は、次の１種類です。なお「のうき
くん」は農機具共済を総称した愛称です。

　　　 ・農機具損害共済

（2）補償の対象(共済目的)　 
　「のうきくん」の補償の対象は、未使用の状態で取得され、かつ事
業規程で定める農機具です。
①附属装置を補償の対象とする場合は、申出が必要です。
②中古農機具にご加入いただく場合は、農機具損害共済に（５）「付
帯できる特約及びその概要」の「付保割合条件付実損てん補特約」
の付帯が必要になります。

（3）共済金（災害共済金）をお支払いする場合
①災害共済金のお支払い対象となる事故(共済事故)は、次のとおり
です。
火災、落雷、物体の落下・飛来、破裂・爆発、盗難による盗取若し
くはき損・鳥獣害。衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻込み。台風、旋
風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、高潮、降ひょう、雪崩等の雪害、土砂
崩れ、崖崩れ、地滑り、その他これらに類する自然災害（地震及び
噴火並びにこれらによる津波（以下「地震等」といいます）及び落
雷による損害を除きます。）
※同一日時に発生した事故であっても原因が異なる場合、別事故
として取り扱われます。
②災害共済金のお支払額
農機具損害共済の災害共済金のお支払額（注１）は、損害の額(注
２）に共済金額の新調達価額（共済目的と同一の機種で、同一又は
類似の性能を有する新規の農機具を取得するために要する価額）
に対する割合を乗じて得た額となります。

（注１）農機具共済は、新調達（再取得）価額までを補てんする仕組みですが、損
害が生じてから一年以内に復旧しなかった場合、時価損害額によって
算定した共済金のお支払いとなりますので、ご注意ください。
ただし、災害救助法が適用された市町村の区域内において生じた損害
については、その期間が延長される場合があります。

（注２）損害の額は、新調達価額を限度として、その損害の発生直前の状態に復
旧するために必要な費用の最低額となります。共済金額が共済目的の新
調達価額に満たない場合、損害額の一部しか補償が受けられませんので、
十分な補償が受けられるよう新調達価額いっぱいにご加入ください。

（4）共済金をお支払いしない場合
　 ①次に掲げる損害に対しては、共済事故による損害であっても災害

共済金を支払いません。

②共済約款に記載されている次の場合には共済金をお支払いでき
ない場合があります。

（5）付帯できる特約及びその概要
「のうきくん」に付帯できる特約及びその概要は次のとおりです。
なお、詳しくは特約条項でご確認ください。

２．共済責任期間及び共済掛金期間
　(1)農機具損害共済

①農機具損害共済の共済責任期間は、１年です。なお、ご都合によ
り始期を同じにするために限り、１月単位に１年未満の共済責任
期間でご契約することができます。
②ご契約者の共済責任期間は、加入申込書に記載した責任開始日の
午後４時から翌年同日の午後４時までとなります。加入申込後
にお送りする「引受承諾書兼共済掛金等納入通知書」に記載され
ている納入期限日までにお支払いください。なお、共済責任期間
は後日お送りする農機具共済証券でご確認ください。
③加入申込書に記載された責任開始日を過ぎてお支払いいただい
た場合の責任期間は、お支払い日の午後４時から１年となりま
す。なお、共済掛金等のお支払い前の事故については、共済金の
お支払いはできません。

３．契約条件(共済金額等)　
（1）契約の単位

農機具１台（又は一式）ごとの契約となります。

（2）共済金額の設定
①共済金額は、(3)の条件の範囲でご契約ください。
②共済金額は、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよ
う、共済目的の新調達価額いっぱいに設定してください。共済金
額が新調達価額に対して過小または過大である場合には、損害額
の一部しか補償されなかったり、共済掛金等が無駄になることが
あります。

（3）共済金額の設定条件
①農機具共済の最高限度額は1台2,000万円です。
②共済金額の設定は、1台ごとに20万円以上（本機（自走式）は50万
円以上）で、1万円単位となります。
③中古で購入された農機具の場合は、購入価格又は時価額のいずれ
か低い金額が加入限度額です。

４．共済掛金等
・共済掛金等は、共済金額、農機具の機種や用途、付帯する特約などによ
り決まります。詳しくはＮＯＳＡＩまでお問い合わせください。
・「無事故割引・有事故割増料率制度」により、農機具１台ごとに割引・
割増の掛金率（以下「等級」という）を設定しています。
①初めて加入する場合は基本等級（６等級）が適用されます。
②３年間連続して無事故の場合、１等級割引となります。
③割増対象事故は、衝突・接触・墜落・転覆・異物の巻込み、これ
らによって生じた火災・破裂・爆発です。
④割増対象事故１件につき、次の契約から１等級割増となります。
⑤未継続となった場合、割引等級を引継げなくなることがあります。
⑥責任期間が１年未満（短期）の加入で、責任期間中に割増事故が発
生した場合、次の契約から等級は上がりますが、無事故の場合は、
等級は据置となります。

５．共済掛金等の払込み方法
共済掛金等の払込み方法は、原則口座振替で責任期間ごとに１回払い
です。

１．告知義務・通知義務等　
（1）ご契約時の注意事項
　　(告知義務―加入申込書の記載上の注意事項)

・契約者には、ご契約時に危険に関する重要な事項としてＮＯＳＡＩが
告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義
務(告知義務)があります。
・加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項目が告知事
項です。この項目が、事実と違っている場合、又は事実を記載しなかっ
た場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いできないことが
ありますので、加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。

　
　【告知事項】
　　①加入資格要件
　　　農業保険法の定めにより、当組合の区域内に住所を有し、農作物

共済・家畜共済・果樹共済・畑作物共済・園芸施設共済に加入
されている方。または農機具を所有する者で農業に従事されて
いる方が対象です。

　　②農機具の情報
　　   機種名、銘柄（メーカー名）、型式・区分、機体番号、附属装置、購入

年月、購入区分、格納場所、管理物件（他人が所有する農機具を管
理している物件）の有無

　　③他の保険・共済契約等に関する情報
　　　農機具を契約の対象とする他の保険契約又は共済契約

（2）ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務事項等)
・ご契約後、加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項
目の変更・訂正があった場合及び次に掲げる事実が発生した場合に
は、遅滞なくＮＯＳＡＩにご通知ください。
・ご通知がない場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いでき
ないことがありますので、十分ご注意ください。
・ご通知いただいた内容により、ご契約の変更を行いますが、変更がで
きない場合は、ご契約の全部又は一部を解除する場合があります。

　【通知事項等】(加入申込書の★の事項)
　　①農機具を譲渡する場合
　　②農機具を解体または廃棄する場合
　　③農機具が共済事故以外の原因により破損した場合
　　④農機具の用途を変更し、または著しく改造した場合
　　⑤農機具の格納場所または設置場所を変更した場合
　　⑥共済事故に係る危険が著しく増加した場合
　　⑦告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合

２．損害防止義務
①共済契約者は共済目的について通常の管理や操作を怠ってはな
らず、事故が発生したとき又はその原因が生じたときには、損害
の防止又はその軽減に努めるなどの損害防止義務があります。
②損害防止義務を怠ったときは、損害の額から防止又は軽減するこ
とができたと認められる額を差し引くことがあります。

３．重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、共済金をお支払いできな
いことがあります。
①共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生
じさせようとしたこと
②共済金の請求について詐欺を行い、また行おうとしたこと
③ＮＯＳＡＩの契約者の信頼を損ない、契約の存続が困難な重大な
事由があった場合

 

１．注意喚起情報のほかにご注意いただきたい事項
（1）超過共済による共済金額の減額

①ご契約の際に設定された共済金額が共済目的の価額を超えてい
たことについて、ご契約者の善意でかつ重大な過失がなかった場
合、ご契約者はその超過する部分についてご契約日から取り消す
ことができます。
②ご契約後に共済目的の価額が著しく減少し共済金額が共済価額
を超過した場合、ご契約者はその超過した部分について、超過し
た時から先の期間について共済金額の減額を請求することがで
きます。

（2）掛金等の返還・追加
・通知義務事項等により、契約内容の変更又は契約を解除した場合、約
款等の規定により掛金等の返還又は追加請求をいたします。
・解除の理由によっては、掛金等を返還しない場合があります。

２．事故が起こった場合の手続き等
（1）事故が起こった場合の手続き

①事故が発生した場合遅滞なくＮＯＳＡＩにご連絡ください。
②ご契約者はＮＯＳＡＩから請求した共済金請求書などの書類を
作成し、事故を通知した日から30日以内に提出してください。
③ＮＯＳＡＩは事故による損害があった共済目的について必要な
調査をすることができます。
④事故の通知を怠ったり、故意若しくは重大な過失により不実の通
知をし、また正当な理由がなく損害調査の妨害、請求書類に不実
の記載や変造した場合、契約を解除し、共済金を支払わない場合
があります。

（2）共済金支払後の共済契約
①災害共済金の支払合計額が、共済金額に相当する金額になったと
き共済関係は消滅します。災害共済金の支払額が共済金額に達す
るまでは、共済契約は当初契約の内容で共済責任期間の終了日ま
で継続します。

　　　

　ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た情報（以下「個人情
報」）は、当組合の引受及び損害評価に関する必要事項の算定基礎として
使用します。また、法令により必要と判断される場合、ご契約者・公共の
利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務
を委託する場合、他の共済・保険との支払分担を行う場合には必要な範
囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
　また、盗難及び交通事故の場合に、警察署、消防署等の関係機関に情報
を提供することがあります。

　NOSAIでは、行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるととも
に、共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金
などの支払額が削減されることがあります。また、NOSAIが解散せざる
を得なくなったとき、農業保険法では共済関係を終了し、農機具損害共済
にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金等は
加入者に払戻いたしますが、財務状況によっては削減される場合があり
ます。

Ⅱ．注意喚起情報のご説明 



１．仕組み及び引受条件等 
（1）共済の仕組み及び名称　
　　 ①仕組み　

　農機具損害共済は、稼働中の事故をはじめとする様々な偶発の
事故(注)により、ご加入いただいた農機具及び附属装置が損害を
受けたときに災害共済金をお支払いします。

　　　 （注）「(3)共済金をお支払いする場合」を参照してください。
　　 ②共済の名称(種類)

　当組合が実施する農機具共済は、次の１種類です。なお「のうき
くん」は農機具共済を総称した愛称です。

　　　 ・農機具損害共済

（2）補償の対象(共済目的)　 
　「のうきくん」の補償の対象は、未使用の状態で取得され、かつ事
業規程で定める農機具です。
①附属装置を補償の対象とする場合は、申出が必要です。
②中古農機具にご加入いただく場合は、農機具損害共済に（５）「付
帯できる特約及びその概要」の「付保割合条件付実損てん補特約」
の付帯が必要になります。

（3）共済金（災害共済金）をお支払いする場合
①災害共済金のお支払い対象となる事故(共済事故)は、次のとおり
です。
火災、落雷、物体の落下・飛来、破裂・爆発、盗難による盗取若し
くはき損・鳥獣害。衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻込み。台風、旋
風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、高潮、降ひょう、雪崩等の雪害、土砂
崩れ、崖崩れ、地滑り、その他これらに類する自然災害（地震及び
噴火並びにこれらによる津波（以下「地震等」といいます）及び落
雷による損害を除きます。）
※同一日時に発生した事故であっても原因が異なる場合、別事故
として取り扱われます。
②災害共済金のお支払額
農機具損害共済の災害共済金のお支払額（注１）は、損害の額(注
２）に共済金額の新調達価額（共済目的と同一の機種で、同一又は
類似の性能を有する新規の農機具を取得するために要する価額）
に対する割合を乗じて得た額となります。

（注１）農機具共済は、新調達（再取得）価額までを補てんする仕組みですが、損
害が生じてから一年以内に復旧しなかった場合、時価損害額によって
算定した共済金のお支払いとなりますので、ご注意ください。
ただし、災害救助法が適用された市町村の区域内において生じた損害
については、その期間が延長される場合があります。

（注２）損害の額は、新調達価額を限度として、その損害の発生直前の状態に復
旧するために必要な費用の最低額となります。共済金額が共済目的の新
調達価額に満たない場合、損害額の一部しか補償が受けられませんので、
十分な補償が受けられるよう新調達価額いっぱいにご加入ください。

（4）共済金をお支払いしない場合
　 ①次に掲げる損害に対しては、共済事故による損害であっても災害

共済金を支払いません。

②共済約款に記載されている次の場合には共済金をお支払いでき
ない場合があります。

（5）付帯できる特約及びその概要
「のうきくん」に付帯できる特約及びその概要は次のとおりです。
なお、詳しくは特約条項でご確認ください。

２．共済責任期間及び共済掛金期間
　(1)農機具損害共済

①農機具損害共済の共済責任期間は、１年です。なお、ご都合によ
り始期を同じにするために限り、１月単位に１年未満の共済責任
期間でご契約することができます。
②ご契約者の共済責任期間は、加入申込書に記載した責任開始日の
午後４時から翌年同日の午後４時までとなります。加入申込後
にお送りする「引受承諾書兼共済掛金等納入通知書」に記載され
ている納入期限日までにお支払いください。なお、共済責任期間
は後日お送りする農機具共済証券でご確認ください。
③加入申込書に記載された責任開始日を過ぎてお支払いいただい
た場合の責任期間は、お支払い日の午後４時から１年となりま
す。なお、共済掛金等のお支払い前の事故については、共済金の
お支払いはできません。

３．契約条件(共済金額等)　
（1）契約の単位

農機具１台（又は一式）ごとの契約となります。

（2）共済金額の設定
①共済金額は、(3)の条件の範囲でご契約ください。
②共済金額は、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよ
う、共済目的の新調達価額いっぱいに設定してください。共済金
額が新調達価額に対して過小または過大である場合には、損害額
の一部しか補償されなかったり、共済掛金等が無駄になることが
あります。

（3）共済金額の設定条件
①農機具共済の最高限度額は1台2,000万円です。
②共済金額の設定は、1台ごとに20万円以上（本機（自走式）は50万
円以上）で、1万円単位となります。
③中古で購入された農機具の場合は、購入価格又は時価額のいずれ
か低い金額が加入限度額です。

４．共済掛金等
・共済掛金等は、共済金額、農機具の機種や用途、付帯する特約などによ
り決まります。詳しくはＮＯＳＡＩまでお問い合わせください。
・「無事故割引・有事故割増料率制度」により、農機具１台ごとに割引・
割増の掛金率（以下「等級」という）を設定しています。
①初めて加入する場合は基本等級（６等級）が適用されます。
②３年間連続して無事故の場合、１等級割引となります。
③割増対象事故は、衝突・接触・墜落・転覆・異物の巻込み、これ
らによって生じた火災・破裂・爆発です。
④割増対象事故１件につき、次の契約から１等級割増となります。
⑤未継続となった場合、割引等級を引継げなくなることがあります。
⑥責任期間が１年未満（短期）の加入で、責任期間中に割増事故が発
生した場合、次の契約から等級は上がりますが、無事故の場合は、
等級は据置となります。

５．共済掛金等の払込み方法
共済掛金等の払込み方法は、原則口座振替で責任期間ごとに１回払い
です。

１．告知義務・通知義務等　
（1）ご契約時の注意事項
　　(告知義務―加入申込書の記載上の注意事項)

・契約者には、ご契約時に危険に関する重要な事項としてＮＯＳＡＩが
告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義
務(告知義務)があります。
・加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項目が告知事
項です。この項目が、事実と違っている場合、又は事実を記載しなかっ
た場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いできないことが
ありますので、加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。

　
　【告知事項】
　　①加入資格要件
　　　農業保険法の定めにより、当組合の区域内に住所を有し、農作物

共済・家畜共済・果樹共済・畑作物共済・園芸施設共済に加入
されている方。または農機具を所有する者で農業に従事されて
いる方が対象です。

　　②農機具の情報
　　   機種名、銘柄（メーカー名）、型式・区分、機体番号、附属装置、購入

年月、購入区分、格納場所、管理物件（他人が所有する農機具を管
理している物件）の有無

　　③他の保険・共済契約等に関する情報
　　　農機具を契約の対象とする他の保険契約又は共済契約

（2）ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務事項等)
・ご契約後、加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項
目の変更・訂正があった場合及び次に掲げる事実が発生した場合に
は、遅滞なくＮＯＳＡＩにご通知ください。
・ご通知がない場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いでき
ないことがありますので、十分ご注意ください。
・ご通知いただいた内容により、ご契約の変更を行いますが、変更がで
きない場合は、ご契約の全部又は一部を解除する場合があります。

　【通知事項等】(加入申込書の★の事項)
　　①農機具を譲渡する場合
　　②農機具を解体または廃棄する場合
　　③農機具が共済事故以外の原因により破損した場合
　　④農機具の用途を変更し、または著しく改造した場合
　　⑤農機具の格納場所または設置場所を変更した場合
　　⑥共済事故に係る危険が著しく増加した場合
　　⑦告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合

２．損害防止義務
①共済契約者は共済目的について通常の管理や操作を怠ってはな
らず、事故が発生したとき又はその原因が生じたときには、損害
の防止又はその軽減に努めるなどの損害防止義務があります。
②損害防止義務を怠ったときは、損害の額から防止又は軽減するこ
とができたと認められる額を差し引くことがあります。

３．重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、共済金をお支払いできな
いことがあります。
①共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生
じさせようとしたこと
②共済金の請求について詐欺を行い、また行おうとしたこと
③ＮＯＳＡＩの契約者の信頼を損ない、契約の存続が困難な重大な
事由があった場合

 

１．注意喚起情報のほかにご注意いただきたい事項
（1）超過共済による共済金額の減額

①ご契約の際に設定された共済金額が共済目的の価額を超えてい
たことについて、ご契約者の善意でかつ重大な過失がなかった場
合、ご契約者はその超過する部分についてご契約日から取り消す
ことができます。
②ご契約後に共済目的の価額が著しく減少し共済金額が共済価額
を超過した場合、ご契約者はその超過した部分について、超過し
た時から先の期間について共済金額の減額を請求することがで
きます。

Ⅲ．その他のご説明

（2）掛金等の返還・追加
・通知義務事項等により、契約内容の変更又は契約を解除した場合、約
款等の規定により掛金等の返還又は追加請求をいたします。
・解除の理由によっては、掛金等を返還しない場合があります。

２．事故が起こった場合の手続き等
（1）事故が起こった場合の手続き

①事故が発生した場合遅滞なくＮＯＳＡＩにご連絡ください。
②ご契約者はＮＯＳＡＩから請求した共済金請求書などの書類を
作成し、事故を通知した日から30日以内に提出してください。
③ＮＯＳＡＩは事故による損害があった共済目的について必要な
調査をすることができます。
④事故の通知を怠ったり、故意若しくは重大な過失により不実の通
知をし、また正当な理由がなく損害調査の妨害、請求書類に不実
の記載や変造した場合、契約を解除し、共済金を支払わない場合
があります。

（2）共済金支払後の共済契約
①災害共済金の支払合計額が、共済金額に相当する金額になったと
き共済関係は消滅します。災害共済金の支払額が共済金額に達す
るまでは、共済契約は当初契約の内容で共済責任期間の終了日ま
で継続します。

　　　

　ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た情報（以下「個人情
報」）は、当組合の引受及び損害評価に関する必要事項の算定基礎として
使用します。また、法令により必要と判断される場合、ご契約者・公共の
利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務
を委託する場合、他の共済・保険との支払分担を行う場合には必要な範
囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
　また、盗難及び交通事故の場合に、警察署、消防署等の関係機関に情報
を提供することがあります。

　NOSAIでは、行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるととも
に、共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金
などの支払額が削減されることがあります。また、NOSAIが解散せざる
を得なくなったとき、農業保険法では共済関係を終了し、農機具損害共済
にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金等は
加入者に払戻いたしますが、財務状況によっては削減される場合があり
ます。



１．仕組み及び引受条件等 
（1）共済の仕組み及び名称　
　　 ①仕組み　

　農機具損害共済は、稼働中の事故をはじめとする様々な偶発の
事故(注)により、ご加入いただいた農機具及び附属装置が損害を
受けたときに災害共済金をお支払いします。

　　　 （注）「(3)共済金をお支払いする場合」を参照してください。
　　 ②共済の名称(種類)

　当組合が実施する農機具共済は、次の１種類です。なお「のうき
くん」は農機具共済を総称した愛称です。

　　　 ・農機具損害共済

（2）補償の対象(共済目的)　 
　「のうきくん」の補償の対象は、未使用の状態で取得され、かつ事
業規程で定める農機具です。
①附属装置を補償の対象とする場合は、申出が必要です。
②中古農機具にご加入いただく場合は、農機具損害共済に（５）「付
帯できる特約及びその概要」の「付保割合条件付実損てん補特約」
の付帯が必要になります。

（3）共済金（災害共済金）をお支払いする場合
①災害共済金のお支払い対象となる事故(共済事故)は、次のとおり
です。
火災、落雷、物体の落下・飛来、破裂・爆発、盗難による盗取若し
くはき損・鳥獣害。衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻込み。台風、旋
風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、高潮、降ひょう、雪崩等の雪害、土砂
崩れ、崖崩れ、地滑り、その他これらに類する自然災害（地震及び
噴火並びにこれらによる津波（以下「地震等」といいます）及び落
雷による損害を除きます。）
※同一日時に発生した事故であっても原因が異なる場合、別事故
として取り扱われます。
②災害共済金のお支払額
農機具損害共済の災害共済金のお支払額（注１）は、損害の額(注
２）に共済金額の新調達価額（共済目的と同一の機種で、同一又は
類似の性能を有する新規の農機具を取得するために要する価額）
に対する割合を乗じて得た額となります。

（注１）農機具共済は、新調達（再取得）価額までを補てんする仕組みですが、損
害が生じてから一年以内に復旧しなかった場合、時価損害額によって
算定した共済金のお支払いとなりますので、ご注意ください。
ただし、災害救助法が適用された市町村の区域内において生じた損害
については、その期間が延長される場合があります。

（注２）損害の額は、新調達価額を限度として、その損害の発生直前の状態に復
旧するために必要な費用の最低額となります。共済金額が共済目的の新
調達価額に満たない場合、損害額の一部しか補償が受けられませんので、
十分な補償が受けられるよう新調達価額いっぱいにご加入ください。

（4）共済金をお支払いしない場合
　 ①次に掲げる損害に対しては、共済事故による損害であっても災害

共済金を支払いません。

②共済約款に記載されている次の場合には共済金をお支払いでき
ない場合があります。

（5）付帯できる特約及びその概要
「のうきくん」に付帯できる特約及びその概要は次のとおりです。
なお、詳しくは特約条項でご確認ください。

２．共済責任期間及び共済掛金期間
　(1)農機具損害共済

①農機具損害共済の共済責任期間は、１年です。なお、ご都合によ
り始期を同じにするために限り、１月単位に１年未満の共済責任
期間でご契約することができます。
②ご契約者の共済責任期間は、加入申込書に記載した責任開始日の
午後４時から翌年同日の午後４時までとなります。加入申込後
にお送りする「引受承諾書兼共済掛金等納入通知書」に記載され
ている納入期限日までにお支払いください。なお、共済責任期間
は後日お送りする農機具共済証券でご確認ください。
③加入申込書に記載された責任開始日を過ぎてお支払いいただい
た場合の責任期間は、お支払い日の午後４時から１年となりま
す。なお、共済掛金等のお支払い前の事故については、共済金の
お支払いはできません。

３．契約条件(共済金額等)　
（1）契約の単位

農機具１台（又は一式）ごとの契約となります。

（2）共済金額の設定
①共済金額は、(3)の条件の範囲でご契約ください。
②共済金額は、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよ
う、共済目的の新調達価額いっぱいに設定してください。共済金
額が新調達価額に対して過小または過大である場合には、損害額
の一部しか補償されなかったり、共済掛金等が無駄になることが
あります。

（3）共済金額の設定条件
①農機具共済の最高限度額は1台2,000万円です。
②共済金額の設定は、1台ごとに20万円以上（本機（自走式）は50万
円以上）で、1万円単位となります。
③中古で購入された農機具の場合は、購入価格又は時価額のいずれ
か低い金額が加入限度額です。

４．共済掛金等
・共済掛金等は、共済金額、農機具の機種や用途、付帯する特約などによ
り決まります。詳しくはＮＯＳＡＩまでお問い合わせください。
・「無事故割引・有事故割増料率制度」により、農機具１台ごとに割引・
割増の掛金率（以下「等級」という）を設定しています。
①初めて加入する場合は基本等級（６等級）が適用されます。
②３年間連続して無事故の場合、１等級割引となります。
③割増対象事故は、衝突・接触・墜落・転覆・異物の巻込み、これ
らによって生じた火災・破裂・爆発です。
④割増対象事故１件につき、次の契約から１等級割増となります。
⑤未継続となった場合、割引等級を引継げなくなることがあります。
⑥責任期間が１年未満（短期）の加入で、責任期間中に割増事故が発
生した場合、次の契約から等級は上がりますが、無事故の場合は、
等級は据置となります。

５．共済掛金等の払込み方法
共済掛金等の払込み方法は、原則口座振替で責任期間ごとに１回払い
です。

１．告知義務・通知義務等　
（1）ご契約時の注意事項
　　(告知義務―加入申込書の記載上の注意事項)

・契約者には、ご契約時に危険に関する重要な事項としてＮＯＳＡＩが
告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義
務(告知義務)があります。
・加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項目が告知事
項です。この項目が、事実と違っている場合、又は事実を記載しなかっ
た場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いできないことが
ありますので、加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。

　
　【告知事項】
　　①加入資格要件
　　　農業保険法の定めにより、当組合の区域内に住所を有し、農作物

共済・家畜共済・果樹共済・畑作物共済・園芸施設共済に加入
されている方。または農機具を所有する者で農業に従事されて
いる方が対象です。

　　②農機具の情報
　　   機種名、銘柄（メーカー名）、型式・区分、機体番号、附属装置、購入

年月、購入区分、格納場所、管理物件（他人が所有する農機具を管
理している物件）の有無

　　③他の保険・共済契約等に関する情報
　　　農機具を契約の対象とする他の保険契約又は共済契約

（2）ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務事項等)
・ご契約後、加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項
目の変更・訂正があった場合及び次に掲げる事実が発生した場合に
は、遅滞なくＮＯＳＡＩにご通知ください。
・ご通知がない場合には、ご契約を解除したり、共済金をお支払いでき
ないことがありますので、十分ご注意ください。
・ご通知いただいた内容により、ご契約の変更を行いますが、変更がで
きない場合は、ご契約の全部又は一部を解除する場合があります。

　【通知事項等】(加入申込書の★の事項)
　　①農機具を譲渡する場合
　　②農機具を解体または廃棄する場合
　　③農機具が共済事故以外の原因により破損した場合
　　④農機具の用途を変更し、または著しく改造した場合
　　⑤農機具の格納場所または設置場所を変更した場合
　　⑥共済事故に係る危険が著しく増加した場合
　　⑦告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合

２．損害防止義務
①共済契約者は共済目的について通常の管理や操作を怠ってはな
らず、事故が発生したとき又はその原因が生じたときには、損害
の防止又はその軽減に努めるなどの損害防止義務があります。
②損害防止義務を怠ったときは、損害の額から防止又は軽減するこ
とができたと認められる額を差し引くことがあります。

３．重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、共済金をお支払いできな
いことがあります。
①共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生
じさせようとしたこと
②共済金の請求について詐欺を行い、また行おうとしたこと
③ＮＯＳＡＩの契約者の信頼を損ない、契約の存続が困難な重大な
事由があった場合

 

１．注意喚起情報のほかにご注意いただきたい事項
（1）超過共済による共済金額の減額

①ご契約の際に設定された共済金額が共済目的の価額を超えてい
たことについて、ご契約者の善意でかつ重大な過失がなかった場
合、ご契約者はその超過する部分についてご契約日から取り消す
ことができます。
②ご契約後に共済目的の価額が著しく減少し共済金額が共済価額
を超過した場合、ご契約者はその超過した部分について、超過し
た時から先の期間について共済金額の減額を請求することがで
きます。

（2）掛金等の返還・追加
・通知義務事項等により、契約内容の変更又は契約を解除した場合、約
款等の規定により掛金等の返還又は追加請求をいたします。
・解除の理由によっては、掛金等を返還しない場合があります。

２．事故が起こった場合の手続き等
（1）事故が起こった場合の手続き

①事故が発生した場合遅滞なくＮＯＳＡＩにご連絡ください。
②ご契約者はＮＯＳＡＩから請求した共済金請求書などの書類を
作成し、事故を通知した日から30日以内に提出してください。
③ＮＯＳＡＩは事故による損害があった共済目的について必要な
調査をすることができます。
④事故の通知を怠ったり、故意若しくは重大な過失により不実の通
知をし、また正当な理由がなく損害調査の妨害、請求書類に不実
の記載や変造した場合、契約を解除し、共済金を支払わない場合
があります。

（2）共済金支払後の共済契約
①災害共済金の支払合計額が、共済金額に相当する金額になったと
き共済関係は消滅します。災害共済金の支払額が共済金額に達す
るまでは、共済契約は当初契約の内容で共済責任期間の終了日ま
で継続します。

　　　

　ご加入の内容、申込書記載事項やその他の知り得た情報（以下「個人情
報」）は、当組合の引受及び損害評価に関する必要事項の算定基礎として
使用します。また、法令により必要と判断される場合、ご契約者・公共の
利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務
を委託する場合、他の共済・保険との支払分担を行う場合には必要な範
囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
　また、盗難及び交通事故の場合に、警察署、消防署等の関係機関に情報
を提供することがあります。

　NOSAIでは、行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるととも
に、共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金
などの支払額が削減されることがあります。また、NOSAIが解散せざる
を得なくなったとき、農業保険法では共済関係を終了し、農機具損害共済
にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金等は
加入者に払戻いたしますが、財務状況によっては削減される場合があり
ます。

Ⅳ．個人情報の取扱いについて

Ⅴ．その他の重要事項 

当組合からのお願い

届出をしないと、共済金をお支払いできませんのでご注意ください

（令和８年４月）

①農機具を買い替えたとき ②共済事故が発生したときは
すみやかに最寄りのNOSAI へご連絡ください


